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平成27年９月橋本市議会定例会会議録（第３号）その３ 

平成27年９月８日（火） 

                                           

                                           

（午前10時45分 再開） 

○議長（中本正人君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番８、18番 土井君。 

〔18番（土井裕美子君）登壇〕 

○18番（土井裕美子君）それでは、通告に従

いまして一般質問を始めます。 

 まず、初めは、自治体でのクラウドファン

ディングについてです。 

 このクラウドファンディングとは、群集（ク

ラウド）と資金調達（ファンディング）を組

み合わせた造語で、インターネットを利用し

て特定のプロジェクトに対する支援を呼びか

け、不特定多数の人から資金を調達する仕組

みのことであります。これは海外で始まり、

日本では、東日本大震災で被災した企業の復

興支援に活用されたのをきっかけに広まりま

した。 

 最近では単なる資金調達だけでなく、地域

おこしにもつながるとして、幾つかの自治体

でも取り組みを始めていらっしゃいます。本

市におきましても、このクラウドファンディ

ングを地域活性化の一つの取り組みとしては

いかがでしょうか。 

 次の質問は、動物の殺処分ゼロの取り組み

に向けてでございます。 

 １年間に各自治体の保健所や動物愛護セン

ターなどに引き取られている犬や猫の数は、

およそ17万6,000頭です。そのうち殺処分され

る数は、毎年12万頭にものぼると言われてお

ります。 

 和歌山県におきましても、昨年度だけで、

殺処分された犬や猫は2,818匹にものぼり、特

に猫の殺処分数は、この10年間においてもあ

まり減少はしておらず、人口10万人当たりで

は、４年連続全国ワースト４位という現状が

ございます。 

 そのため県では、この現状を改善するため

の施策を進めるため、条例の一部改正を進め

ていらっしゃいます。本市におきましても、

特に野良猫における苦情は後を絶たず、その

多くは保健所から動物愛護センターに送られ、

最終的には殺処分をされているという現状が

ございます。 

 そこで、これからは人と動物が幸せに暮ら

せる社会の実現に向けて動物の命を大切にし、

犬や猫の殺処分ゼロをめざして、飼い主、事

業者、ボランティア、ＮＰＯ、行政が一体と

なった啓発活動や積極的な取り組みが必要と

考えますが、市としてのお考えをお聞かせい

ただきたいと思います。 

 壇上での質問は終わります。 

○議長（中本正人君）18番 土井君の質問項

目１、自治体でのクラウドファンディングに

対する答弁を求めます。 

 企画部長。 

〔企画部長（北山茂樹君）登壇〕 

○企画部長（北山茂樹君）自治体でのクラウ

ドファンディングについてお答えします。 

 クラウドファンディングは、議員おただし

のとおり、東日本大震災の被災地復興事業の

資金調達手段として活用されたことをきっか

けに注目が集まり、自治体においても、この

仕組みを活用し、地域活性化につなげようと

する取り組みが全国各地で徐々に広がってい

ます。 

 これらの取り組みは国の政策にも影響を及
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ぼし、平成25年６月に策定された国の成長戦

略である日本再興戦略において、民間企業の

資金供給策の一つとして提示されているほか、

平成26年12月に策定された、まち・ひと・し

ごと創生総合戦略においても、クラウドファ

ンディングを活用した創業支援施策が掲げら

れているところです。 

 本市においても、はしもとまちづくりプロ

ジェクトＨＭＰ48において、クラウドファン

ディングの調査、研究を進めるプロジェクト

チームを平成27年度から新たに立ち上げてお

り、鯖江市や武雄市などの先進自治体の例を

参考に、効果的な活用方法などを研究してい

るところです。 

 また、現在策定を進めている橋本創生総合

戦略において、地域資源の活用やブランド化

に資する事業などに対し、金融機関等と連携

し、クラウドファンディングの活用を図るこ

とを検討しています。 

 クラウドファンディングには、対価を求め

ない寄附型や、製品やサービスが受け取れる

購入型など幾つかのタイプがあります。先進

自治体の事例を見ても、さまざまな活用方法

があり、今後、本市がクラウドファンディン

グを活用する場合、これらのメリット、デメ

リットを把握した上で、仲介事業者の選定や

活用する事業の選定、コスト面、民間との連

携など、検討すべき課題を整理し、まずは、

モデルケースの早期実施を実現したいと考え

ています。 

 そして、その実績をもとに検証を重ねなが

ら、地域活性化につながる取り組みを積極的

に進めていきます。 

○議長（中本正人君）18番 土井君、再質問

ありますか。 

 18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）自治体におけるクラ

ウドファンディングについて、今、ご答弁い

ただきました。ＨＭＰ、いわゆる、はしもと

まちづくりプロジェクトの中で、今年度より

プロジェクトを立ち上げて、現在、実現に向

けての取り組み、研究を重ねていただいてお

るということで、大変うれしいなと、思いは

一緒だなと思っているところですけれども、

なかなか聞き慣れない言葉でございますので、

これで終わりますと言ってしまったらおしま

いなんですが、少しご紹介をさせていただき

ながら、今後進めていっていただける方向性

も、私なりの考えもございますので、少しお

願い等をしていきたいと思います。 

 まず、このクラウドファンディングですが、

注目されましたのが、自治体が取り組まれた

というのが、鎌倉市が初めて自治体の主体の

ファンディングをやられまして、鎌倉市の市

内の10箇所の観光ルート板を設置するための

事業費を全国に募集し、22日間で目標金額の

100万円が達成できたというような成功事例

も耳に入ってきております。 

 このクラウドファンディングなんですが、

私、最初は投資型とかいろいろ形はあるので

すが、ふるさと納税とまたちょっと違う取り

組みなんだなという観点で見ていたんですが、

よくよく調べてみますと、ふるさと投資とい

うくくりの中のふるさと納税と、そして、ふ

るさと投資の中のクラウドファンディングと

いうくくりがあるんだなというのがわかって

まいりました。 

 その中で、なかなかクラウドファンディン

グだけをやっているＮＰＯなんかは、ＮＰＯ

の認定をとらないと税制優遇はされないんで

すけれども、橋本市で、今、ふるさと納税が

大分やられていますけれども、サイトを調べ

てみましたら、今、議員の皆さん、タブレッ

トとかインターネットの接続の道具を、パソ

コンをお持ちの方は、ちょっと橋本市のふる

さとチョイスというのを開けていただいたら、
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そのふるさとチョイスというのが、橋本市が

ふるさと納税でコマーシャルを出していると

ころなんですが、その中に、ガバメントクラ

ウドファンディングという項目があるんです。

このガバメントクラウドファンディング、ふ

るさとチョイスの中から入っていきますと、

このガバメントクラウドファンディングに関

しましては、ふるさと納税と同じような税制

優遇がなされるというようなことがあるわけ

です。 

 それともう一つが、一つはふるさとチョイ

スの中のガバメントクラウドファンディング、

それにおきましては、例えば、石川県の輪島

市であるとか、琴浦町役場であるとか、佐賀

県の玄海市、佐賀県庁、埼玉県の宮代町、広

島県の神石高原町などがガバメントクラウド

ファンディングに参加をして、大勢の方々か

ら寄附等を募って、成功事例があるというこ

となんです。 

 もう一つが、いろんなファンディングを、

ファンド会社というのか、仲介業者のような

運営会社があるんですが、私がちょっと注目

をさせていただいたのが、ＦＡＡＶＯという

会社です。このＦＡＡＶＯが運営会社として

やっているところでは、福井県の鯖江市、そ

れから、鳥取県の鳥取市が、市が独自に運営

会社と提携を結んで、クラウドファンディン

グを積極的にやっていらっしゃいます。 

 ほかにも県が推奨しているようなところ、

兵庫県の兵庫産業活性化センターでは、キラ

リひょうごプロジェクトであるとか、神奈川

県では、『わくわく』夢ファンドというのを

今年度から創設されるであるとか、島根県で

は、県庁がふるさと購入のサイトを運営して

いるであるとか、さまざまなところでこれが

活用されているんですが、橋本市において、

今、研究を重ねていらっしゃるということで

すが、市が独自に運営会社とやっていくとい

う方法と、先ほど申し上げました、ふるさと

チョイスの中のガメントクラウドファンディ

ングというのがありますので、その二つの方

向性があるんですが、今現在、研究開発を重

ねていらっしゃる中で、両方ともやっていく

のか、もしくはどちらかを重点に置いてやっ

ていくのかという、そういう点まで、今、Ｈ

ＭＰの方では考えていらっしゃるのでしょう

か。 

 その辺、もし、今の現状がわかりましたら、

少しお話しいただきたいと思います。 

○議長（中本正人君）企画経営室長。 

○企画経営室長（上田力也君）現在、ＨＭＰ

48のほうで検討しておりますのが、答えから

いきますと、いわゆる民間の仲介一業者、こ

れを活用したファンディング、これをメイン

に考えているんですけども、一方で、ガバメ

ントクラウドファンディング、いわゆるふる

さと納税制度を利用したものについても、あ

わせて利用できないかというふうなことを検

討しております。 

 基本的に、なぜ民間の仲介業者をメインに

考えているかといいますと、ＨＭＰで考えて

いるのは、そもそも、やはり民間の個人ある

いは事業者が、やっぱり自分たちの活動とい

うのをするためにクラウドファンディングと

いう手法で資金調達を行って、その活動を広

めて、さらに、それが地域の活性化につなが

る、そういうようなイメージというのが成功

のイメージだというふうに位置づけて、その

中で行政として何ができるのかというような

ところで研究を始めたと。 

 行政として何ができるかというのが、概ね

三点あると。まず、一点目というのが、まだ

クラウドファンディングというもの自体が、

本当に認知度が低いということで、これをや

はり市民の方に広げていくためにはどうして

いくべきかというのが一点目。 
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 そして、二つ目として、やはり行政がこの

プラットフォームというのをやっぱりつくっ

ていくべきだと、いわゆる仕組みづくりを行

政として行えないか。 

 そして、三つ目が、やっぱり何か成功事例

というものが必要になってくるというような

ことで、そこらそういった事業を検討してい

くと、何か提案ができるのではないのかとい

うような、この三点を目的に今、活動を進め

ているというような状況です。 

 その一方で、今、ガバメントクラウドファ

ンディングというのも、これはもう行政のみ

が行うクラウドファンドということだと思い

ますので、こちらも目的を定めたふるさと納

税ということで、先ほど議員がご紹介いただ

きましたとおり多くの自治体も取り組んでお

りますので、この辺についても、できれば挑

戦をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（中本正人君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）よくわかりますが、

ふるさと納税が今現在、橋本市でも、大分27

年の４月から、カタログ等をつくられてから、

ホームページによりますと、27年の４月末現

在で2,387万6,000円もあると。その中で、今、

五つの元気なまちとか、子ども子育て、観光

交流、安全、花と緑、それと、指定なしとい

うことで、だいたい、ご寄附をいただく方か

ら指定をされて納税をしていただいて、その

事業に活用されているわけですけれども、や

はり、例えば、調べてみますと、広島県の神

石高原町というところでは、ホームページの

中に町内で活動されているＮＰＯ法人に対す

る支援というのが、とてもそのふるさと納税

とかの感じの中でも多いんですね。 

 だから、ここは特別、次の私の質問にも絡

んでくるんですが、ピースウィンズ・ジャパ

ンていうところが2020年までに犬の殺処分ゼ

ロの取り組みというのをされていて、そこに

大変多額な寄附が集まっているようには思う

んですけれども、3,859件のご寄附があって、

その中の3,775件の約7,600万円ぐらいがそこ

の神石高原町に集まっているというようなこ

ともありますし、見せ方というか、持ってい

き方というか、工夫次第で本当に全国、また

は世界から注目をされて、こういうその事業

に対する賛同をしていただいた方々からの資

金調達ができるという大変有効な手段でござ

いますので、しっかりとやっていただきたい

んです。 

 ふるさとチョイスの中のガバメントクラウ

ドファンディングを、もういち早くやってい

ただきたいというのは、普通、クラウドファ

ンディングを、こういう事業をやりますとい

うことでインターネットに掲示しても、民間

とか、小さいＮＰＯがやっていらっしゃる場

合ですと、信用度というか、認知度が大分な

いとお金が集まりにくいという現状があるの

で、そういう点においては自治体が後押しを

して、自治体がやっているよという事業であ

れば、やはり認知度も高まるであろうし、投

資する人数も増えてくるというふうに思いま

すので、まずそのガバメントのクラウドファ

ンディングというのから取り組んでいただい

て、そして、市独自に仲介業者、運営会社と

の提携を組んで、今後早急に進めていただき

たい。 

 市長はいつも行政にはスピード感があまり

ないんやというふうにおっしゃっております

ので、いち早く進めていただきたい。といい

ますのが、先ほどご紹介しました運営会社Ｆ

ＡＡＶＯなんですが、調べてみますと、ここ

は47都道府県中、今、40の自治体で、このＦ

ＡＡＶＯが運営している事業が、運営会社と

提携しているところがあるんですけれども、

関西でやっていないのは和歌山県だけなんで
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す。ほかの自治体では、全てのＦＡＡＶＯと

どこかの、ＦＡＡＶＯ大阪であるとか、ＦＡ

ＡＶＯ兵庫であるとかというのがもう立ち上

がっておりまして、和歌山県だけが立ち上が

っていない状況の中で、研究しながらという

ことであれば、あと何年かかかっている間に、

どこかの自治体に先を越されるんじゃないか

なというちょっと不安がありますので、その

辺をしっかりとスピード感を持って、実行に

移していただきたいということが一つと、今、

新産業の創出の商品開発などにも橋本市は独

自の補助金をお渡しして、新商品の開発に向

けての事業に取り組んでいただいております

けれども、地域ブランド推進室で、そういう

事業にもこういうお金が活用できると思うん

です。 

 だから、補助金を渡す、行政の税金の中か

ら渡すというのではなくて、その事業者の後

押しをしながら、自治体がその業者の信用度

を高めてさしあげながら、不特定多数の全国、

世界の人から資金を調達するという大変すば

らしい取り組みでございますので、まずスピ

ード感を持ってやっていただきたいと思うの

ですが、ＨＭＰはしもとまちづくりプロジェ

クトで若手の職員が中心になって、３回ほど

会議はしましたというご報告は受けているの

ですが、平木市長として、この取り組みにつ

いてのお考えを少しお聞かせいただきたいと

思います。 

○議長（中本正人君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）土井議員の質問にお答

えします。 

 ＨＭＰから私のほうへクラウドファンディ

ングの勉強をしたいというふうな提案があり

まして、それじゃ、やりましょうということ

で、今、ＨＭＰの皆さんでやってもらってい

ます。先日もテレビでも、ドラマの中でもク

ラウドファンディングというのが出てきて、

村おこしして限界集落を阻止しようというふ

うな動きもテレビでもやっていました。非常

に有効な手段だと思っていますので、できる

だけ早く取り組みたいなというふうに思って

います。 

 ただ、いつもいきなり、じゃ、やろうかと

いう話ではなくて、まず基礎的なことも考え

とかんとあかんのかなと。人材ももそうです

し、どういうものをやるんやというようなこ

とも考える必要もあるのかなと思うんです。

ブランド推進室も、そこの確かに、今、補助

金を出していますけども、それもあと、まず

はどういうものが出てくるのかというのが非

常に難しい側面もありまして、ブランド推進

室も３年間待ってくださいと皆さんに言って

いますし、徐々に徐々に進めていくというこ

とが大事やと思うんです。いきなり100％をめ

ざすというのは非常に危険な部分もあります

し、ただ、この有効性は十分認識をしており

ますので、これから内部で十分協議をした中

で、来年４月ぐらいにはスタートできるよう

な体制づくりをしていきたい。 

 それについても、まず、どこでやるんかと

いう、どこが中心になって動くんかというと

ころもあります。確かに、ブランド推進室で

動く部分もありますし、企業経営室で動く部

分もあると思うので、その辺の整理であると

かというのも必要かなというふうに思ってい

ます。本当に橋本市にそういうＮＰＯがある

かというと、ないわけですので、そういうこ

とも含めて、一番ベター、ベストのものは何

かなということも選択しながらやっていく。

そして、ベストな状態でスタートさせていく

というのも大事かなと思っています。そうい

う面では、確かに橋本市は遅れているという

認識は持っています。でも、私、いつも職員

にも言うんですけど、一歩踏み出しなさいと
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いう話は常にしています。ただ、基礎となる

ものをしっかり持っておかないと、いろんな

対応できないというふうにも考えております

ので、今すぐというのはなかなか、ブランド

推進室の人間にしても、果たしてどの程度ク

ラウドファンディングの認識をしているのか

という問題もありますし、うちの市役所内で

もクラウドファンディングという理解がまだ、

なかなかできていない部分もありますので、

これから早期に、そういうふうな詰めをして、

できました４月初めから、そういうスタート

をしていきたいというふうに思っています。

もう財政が厳しいというのは、先ほどの一般

質問でもありましたように、そういう財源を

補っていくという部分では、非常に大事な取

り組みだと思っています。経済部の、そうい

う観光振興とか、そういう農業振興とか、そ

ういう部分はそういう予算で使えたらええな

という思いはずっと、ふるさと納税のそうい

う地域振興という部分のお金は全てそこへつ

ぎ込んでいくていう考え方をしたい、もう持

っていますので、クラウドファンディングも

含めて、そういうところで取り組んでまいり

たいと思っています。 

○議長（中本正人君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）常にスピード感を持

って実行に移すという市長の口ぐせでござい

ますので、ぜひスピード感を持って実行に移

していただきたい。これは職員が自分の出し

たアイデアの財源が確保できるという、自分

が出したアイデアが実現できるということに

も、やりがい、自分たちの仕事のやりがいに

もつながるということが他の自治体でも言わ

れておりますので、４月とおっしゃいました

が、別に早くやっていただくことは問題ござ

いませんので、できる限り早く進んでいただ

きたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 これで一つ目の質問は終わります。二つ目、

お願いいたします。 

○議長（中本正人君）次に、質問項目２、動

物の殺処分ゼロの取り組みに向けてに対する

答弁を求めます。 

 市民生活部長。 

〔市民生活部長（田中忠男君）登壇〕 

○市民生活部長（田中忠男君）動物の殺処分

ゼロの取り組みについてお答えします。 

 近年のペットブームで、犬や猫といった動

物とともに生活する人が増える一方で、動物

の虐待・遺棄・飼養放棄といった生命倫理に

かかわる問題が顕著になりつつあります。 

 特に、動物の殺処分については、本市とし

ても動物愛護の観点から、対応すべき課題と

して受けとめているところです。殺処分され

る動物の中でも全国的に突出して多いのが猫

ですが、県下においても毎年、2,500匹程度の

猫が殺処分されています。 

 また、市内から橋本保健所に持ち込まれる

猫については、平成25年度で153匹、平成26

年度は176匹となっており、その大半は譲渡先

が見つかることなく、殺処分されている現状

です。 

 さらに、市の環境美化センターが引き取る

道路等の死亡動物についても、その６割から

７割を猫が占めており、平成25年度は、全体

418匹のうち262匹、平成26年度で、391匹のう

ち269匹が猫でしたので、殺処分されるものも

合わせると、本市だけで毎年400匹を超える猫

が命を落としていることになります。 

 また、この400匹のほとんどが野良猫であり、

半数程度が生後間もない子猫であることを考

えると、改めて、大きな課題であると認識し

ています。 

 こうした状態に対処するためには、飼い主

のモラル向上はもちろんですが、殺処分され

るような状況をつくり出しているのは我々人
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間であるということをしっかりと認識し、さ

らに、市民に対してより効果的な啓発を行っ

ていく必要があると考えています。 

 国では、平成26年９月に、動物の愛護及び

管理に関する法律の改正を行い、飼い主に対

して終生飼養の責任を明記し、動物取り扱い

業者に対しては、販売困難時の譲渡先確保の

必要性や販売の際の対面説明及び現物確認等

の義務化等を実施しています。 

 また、和歌山県では、来年４月の動物愛護

管理条例の改正に向けて、現在、作業を進め

ているところで、野良猫等への餌やり規制、

地域猫対策のルール化や違反者への罰則等の

規定を設けるとの方針が出されています。 

 なお、本市では、市ホームページや広報、

住民への捕獲おりの貸し出し等を通じて、飼

い主への不妊・去勢手術や、野良猫への無秩

序な餌やりの防止への啓発に取り組んでいま

す。今後、市において、より効果的な成果を

上げるためには、議員ご指摘のとおり、飼い

主、事業者、市民ボランティア、区・自治会、

行政が一体となった取り組みが必要であると

考えています。 

 現在、市内には動物愛護等の活動を行う団

体は残念ながらありませんが、今後、環境省

が提唱する、人と動物が幸せに暮らす社会の

実現プロジェクト・アクションプランなどを

参考にしつつ、市民ボランティアや自治会等、

地域の皆さまと連携を行い、動物の殺処分ゼ

ロをめざす取り組みについて検討していきま

す。 

 また、市民活動サポートセンターとも連携

しながら、住民の皆さまへの啓発、人材育成

等についても、あわせて検討していきたいと

考えています。 

○議長（中本正人君）18番 土井君、再質問

ありますか。 

 18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）動物の殺処分ゼロと

いうことで、動物というふうに書かせていた

だきましたけども、主に猫と犬という愛玩動

物、ペット関係の質問でございます。 

 何で今、どうして犬や猫なの、人間のこと

もできていないのにというような方もいらっ

しゃるかもしれませんけれども、先ほど部長

のご答弁の中にも、そういう動物たちが殺さ

れるような原因をつくっているのは私たち人

間であるということでございますし、命の大

切さということも含めて、今回はこの質問を

取り上げさせていただきました。 

 今、すごく全国的にも問題になっている事

例でございます。８月の国会の中での環境委

員会でも、高井たかし衆議院議員がこの動物

の殺処分ゼロの取り組みについての質問をさ

れていらっしゃいました。 

 そして、また、犬や猫などの殺処分ゼロを

禁止する議員連盟というのも、超党派で六十

数名の議員たちが大臣のもとへ陳情書を持っ

ていっていらっしゃるという経緯もございま

すので、また、他の自治体、神奈川県である

とか、熊本市であるとか、京都市も動き出し

ましたけれども、動物の殺処分ゼロへの、猫

や犬の動物殺処分ゼロへの取り組みについて

活発にやっていらっしゃる自治体もございま

すので、ぜひ、本市においても、こういう取

り組みを力を入れてやっていただきたいなと

思って、私、ずっと前々からこの質問をやり

たかったんですが、ちょうどこの９月の20日

から26日までは動物愛護週間でございます。 

 そして、今、部長もおっしゃっていただき

ましたけれども、和歌山県におきましては、

動物愛護条例の一部改正を、きのうまででし

たか、９月７日まで、パブリックコメントを

県民の皆さまからおとりになっていらっしゃ

いました。その中で、ご答弁いただきました

野良猫に対する餌やりの禁止、それから、地
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域猫という概念をちゃんと明記をされていら

っしゃいますので、いい機会かなということ

で、この９月の議会におきまして質問をさせ

ていただきました。 

 この問題については、同僚議員も数年前に

質問をされていらっしゃいますけれども、橋

本市におきましては、たしか平成19年に、猫

の去勢・避妊手術に対する補助金がなくなり

まして、その数年後、ちょっと年度はわから

ないんですが、23年ぐらいでしたか、犬の去

勢・避妊手術に対する補助金制度がなくなり

ました。それを受けて多分、同僚議員は質問

されていたかなと思うんですが、橋本市にお

いて、現在、野良猫等の苦情が市民の皆さま

から寄せられた場合は、現状どのように対応

していらっしゃるのかというのをひとつ、お

教えいただきたいと思います。 

○議長（中本正人君）市民生活部長。 

○市民生活部長（田中忠男君）現在、市に寄

せられるクレームの状況と具体的内容という

ことでございますけども、市へのクレーム、

相談の受理件数、これは平成25年度が６件、

平成26年度は４件でした。概ね減少傾向にあ

るとはいえますけども、猫に関しては、平成

25年度５件、平成26年度は４件と、ほぼ横ば

い状態でございます。 

 また、猫に関する相談の主な内容、野良猫

への餌やりによって猫が住みつく。そのこと

による周辺へのふん尿、泣き声等についてで

ございます。市での対応としましては、餌や

りの行為者に対して指導、啓発を行っている

ほか、相談者等に捕獲おりの貸し出し等を行

っております。 

○議長（中本正人君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）恐らく市のほうに苦

情というか、ご相談をされている方は、本当

にもう困り果てていらっしゃる方ばかりだと

思うんです。そのほかにも、議員の中にも、

いろんなご相談を受けていらっしゃる方もお

ありになると聞いておりますので、今、４件

とか５件とかおっしゃっておりましたが、そ

れはもう特別どうしようもない、ご近所との

トラブルにも発展しかねないというような特

別な事情がある場合ではないかなと思います

ので、まだまだ氷山の一角で、下にはもっと

たくさんの困っていらっしゃる方がいらっし

ゃるように思います。 

 もう一つ、積極的にもっと市として何か手

だてを打っていただきたいなと私は思ってい

るんです。犬とか猫とかの譲渡会をするよう

な取り組みを自治体でやっていらっしゃると

ころがあったり、それから、飼い方への講習

会をやっていらっしゃる自治体があるんです

けれども、そちらのほうは、今、ホームペー

ジや広報などを使っての啓発は行ってきたと

いうことでしたが、譲渡会や講習会などは今

まで開催されたことはございますか。 

○議長（中本正人君）市民生活部長。 

○市民生活部長（田中忠男君）市単独での譲

渡会等については行った実績はございません。

啓発等については、ホームページなり広報等

で、猫への餌やり等については啓発させてい

ただいております。 

○議長（中本正人君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）ないんですね、残念

ながらね。紀美野町にある動物愛護センター

では定期的に、職員が動物愛護の観点から、

譲渡会とかを、ふれあいルームじゃなくて、

ふれあいの部屋みたいなのをつくってやって

いらっしゃるのは、私も現場に行って見てき

たんですけれども、残念ながら本市ではやっ

たことがないんです。 

 先ほど、ご答弁の中で、市内ではそういう

活動、動物愛護の保護活動をしていらっしゃ

る団体はないと認識しておりますということ

でございましたが、橋本市内での登録はない
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んですが、お隣のかつらぎ町で、高野口とち

ょうど間の嵯峨谷川のところをちょっと越え

たところで、そういう活動をされている団体

があるんです。 

 そこの団体のお話を聞きますと、やはり、

猫であるとか犬であるとかの、犬は迷子の犬

が多いんですね。迷子の犬がいたら電話がか

かってきて、その犬を保護して警察に届け、

警察で２週間預かりの後には、また、自分の

ところで引き取っていると。で、飼い主を探

している。野良猫に関しては捕獲をして、地

域猫にしたり、それから、譲渡の、インター

ネット等を使って里親を見つけるような活動

をしていらっしゃいます。 

 ここで、地域猫というのがあるんですけれ

ども、皆さま、行政の職員も、それから、議

員も、ＴＮＲ活動というのをご存じでしょう

か。初めて聞かれる方もいらっしゃると思い

ますが、さくらねこ制度と言うんです。Ｔは

トラップ、捕獲ですね。Ｎがニューター、ニ

ューターというのは不妊手術をして、全身麻

酔でするので耳をちょっと傷つけて、桜の花

びらの形に耳がなるようにするんです。で、

Ｒがリターン、元に戻すという、そういう活

動を、全国的にそれは広まっています。 

 そういう活動をしている団体が、ＮＰＯは

橋本市では登録していないけれども、お隣の

かつらぎ町にあって、橋本市の犬や猫も紀北

圏域で頑張ってそういう活動をされている方

があるので、それプラス、動物病院に聞きま

すと、個人で野良猫を捕獲器で捕まえて、自

分の実費で避妊手術、去勢手術をして、また

元の場所に返しているという方もたくさんい

らっしゃるのが現状でございますので、何と

か市もそのボランティアをされている個人の

皆さま、そして、団体の皆さまと一緒になっ

て、何とか橋本市だけでも、殺処分ゼロの取

り組みに向けての力添えをしていただきたい

なと思って、この質問をしておるわけでござ

います。 

 教育長、やはり学校現場での教育も大事だ

と思うんです。犬に関しては、引っ越しとか、

それから、子どもの頃はいいんだけれど、大

きくなったらもう要らんよと言って捨ててし

まわれたりとか、それから、迷子にならへん

ように首輪に迷子札をつけるとか、そういう

取り組みの啓発活動も必要なんですが、そう

いうなのはやっぱり子どもの頃からしっかり

とやってあげるということをやっていただき

たいんですが、動物愛護センターでは、わう

くらすといって、出張してきて動物と触れ合

う中で動物愛護の精神を育てるというような

取り組みもやっていらっしゃいますし、あそ

この場所は、紀美野町は遠足に行くと大変い

い環境で、外には広い遊び場もありますし、

学校での取り組みの現状と今後の方向性とい

うのを、あまり長くならないように、簡潔に、

ちょっとお願いできますか。 

○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）確かに、紀美野町に

動物愛護センターがございます。毎年、パン

フレットをセンターからいただいて、市の校

長会で報告させていただいて、私も犬や猫が

大好きですし、簡潔に答えさせていただきま

すけども、イメージとしては、雨にぬれて、

餌を求めてさまよっている犬などを見ると、

大変さみしい思いというか、きつい思いを感

じます。この頃は、そういう光景を見るのが

少なくなってきましたけども、そういう意味

で言うと、子どもたちに動物愛護を通して命

の大切さであるとか、それから、他者とのか

かわり方であるとか、そういうことを学ぶと

いうことは、子どもたちの心を豊かにする大

変大事なことであると、そう思っています。 

 そういう意味で、先ほど議員がお話しされ

たとおり、動物愛護センターへの校外活動、
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また、わうくらすの活用、わうくらすは昨年

度、２校、たしか実施して、恐らく小学校低

学年になると思うんですが、生活科等を利用

した授業に取り組んでいます。今後とも、市

の校長会で、動物愛護センターからいただい

たパンフレットを活用して啓発を進め、動物

愛護の取り組み、学校現場でも進めていきた

いと、そのように思っています。 

○議長（中本正人君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）ありがとうございま

す。 

 ぜひとも、やっぱり子どもたちの時代から、

命を大切にするということを含めて、和歌山

県では本当に紀美野町の動物愛護センター、

とても頑張っていただいているんです。実際、

この議員の中にも動物愛護センターで犬をも

らってきたことがあるよという議員もいらっ

しゃいますし、野良猫を保護して育てていら

っしゃる議員も何名もいらっしゃるのを私も

存じ上げております。私も野良猫と野良犬を

保護して、家にぎょうさんおるんですけれど

も、そういう個人もいらっしゃいますので、

ぜひとも、市も何とかやっていただきたいと

いうことで、ちなみに田辺市では、この４月

に、動物愛護及び管理に関する法律について

という項目で、ホームページに大変わかりや

すくお知らせをされているというのも発見し

まして、また、７月から、飼い主のいない猫

の不妊と去勢手術の補助事業が創設されまし

た。 

 それは、地域猫の制度をしている団体に対

する補助金の制度の確立でございまして、や

っぱり動き始めている自治体もあるんです。

また、そういうところもしっかりと研究をし

ていただいて、橋本市でも、そういう団体に

対する、一緒に譲渡会を開催したりだとか、

お手伝いをしていただいたりとか、そういう

ところをしっかりと補助をしていただきたい

というふうに考えます。 

 それと、動物愛護センターという名前がつ

いているんですが、愛護もやっているんです

が、もうほとんど動物殺処分センターという

ふうになっている現状があるので、やっぱり

私たち人間も、かわいいかわいいと言って餌

をやって飼って、要らんようになったら捨て

るという、そういう心ないことをするのでは

なくて、教育現場でもしっかり教育をしてい

ただいて、何とか殺処分ゼロに進んでいきた

いんですが、県が条例改正、一部改正をされ

ますが、今、橋本市においては環境保全条例

の中の一部に愛玩動物に対する項目だけしか

ないのですが、今度、来年の４月に県が条例

改正をした場合には、ぜひとも、私は市でも

独自の動物愛護条例というのを制定していた

だきたいんですが、その辺についてのお考え

は、部長はありますでしょうか。部長じゃな

い、市長かもしれないが、すいません。 

○議長（中本正人君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）土井議員の質問にお答

えをします。 

 そもそも紀美野町にあるあのセンターは、

県の県営です。ちょうど私、県議会にいてる

頃に、殺処分があまりにも多過ぎるというこ

とで問題になって、今の形に進化してきたと

いうふうに認識をしています。 

 ただ、補助をつけるということは、まず、

ちょっと考えておかなあかんのは、飼ってい

る人の責任をどうするんやという。やっぱり、

ペットを買って飼う以上、そういう自分の飼

っているペットを、やはり大事にするという

ふうなことで、むやみに放し飼いにするとか、

そういうふうなことという問題もあると思う

んです。ただ、全てが市が本当にやるべきこ

とかということも考えていかなあかんという

ふうに思います。 
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 まず、やっぱり、一番これが大切なことは、

市民の方から声を上げていただいて、そうい

う形をつくっていただいて、それに市が協力

をしていくというふうな仕組みづくりが要る

のかなと。市でと言われているんですけども、

うちもそこまで職員の数がおるわけでもあり

ませんし、いろんなものも持っています。 

 例えば、そしたら、市民の有志が集まって

いただいて、こういう形でやりましょうとい

う提案をいただいた場合には、活動費として、

何らかの形がとれるのかなというふうに、先

ほど言われましたクラウドファンディングも

その一つかなとは思います。ただ、やはり、

行政としても、自助・公助という問題もある

と思うんです。やっぱり自分の責任としてど

うしていくんよということもしっかりしてい

ただきたいと思いますし、私たちも、そうい

う殺処分というのはとんでもないことやとい

うふうに思っています。そういう中でやって

いきたいと思いますし、県の条例がどういう

ふうに改正されるのかというのを、まず、見

きわめたいなというふうに思っています。県

の条例が課してきたとしても、市町村でこう

いうことをやりなさいと言われたときも、現

状、予算がついてけえへんのですよ。 

 もう、がん条例でもそうなんや。この間、

市長会でも知事に文句を言うたんです、実は。

一言言うてきたんですけども、県の負担って、

ほとんど出してくれへんわけですよ。ほとん

どが市が持ちなさいという話になるので、そ

ういう中で、うちとしても、改正された内容

を見て条例をつくるのか、今のままでいくの

かという判断をしていきたいなというふうに

思っています。 

 ただ、殺処分をなくしていく、そして、飼

い主に対して責任を持ってもらうというふう

な責務の部分については、もっと明確に定め

ていく必要はあるのかなというふうに思って

いますので、新たにつくるのか、一部改正し

ていくのかというのを、県の条例を見させて

いただいた上で、前へ進めていくというふう

にしたいと思います。 

○議長（中本正人君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）ありがとうございま

す。私も財政がなかなか厳しいというのは聞

き及んでおりますし、クラウドファンディン

グもご提案したところでございますので、何

も一方的に市からの補助金をもらってやれと

は思っていないんです。クラウドファンディ

ングを活用して、そういう取り組みを進める

のも一つの方法でありますので、そして、市

民と協働をしながら、市民の人が主体になっ

て、そこに行政ができることは行政が手伝い

をしていただきたいなと。 

 行政が絡んでくるとやりやすい場合がたく

さんあるんです。動物財団がやっている助成

金なんかは、行政とその団体がタイアップを

して、保健所に登録して、そういう譲渡会を

すると、譲渡会で１頭できたら、5,000円の助

成金がいただけるというような、そういうと

ころがあるので、それはなかなかＮＰＯの団

体だけではそういう助成金がもらいにいけな

いという制度もありますので、そういうとこ

ろで行政がちゃんと市民協働の立場から、し

っかりと手を結んで、ＮＰＯとか個人なりと

やっていただきたいという思いを持ってお願

いをいたしました。 

 条例に関しましても、もう４月施行で、12

月の県議会には上がってくるというふうなこ

ともお聞きしておりますので、県議も橋本市

には３名いらっしゃいますし、また、私、県

議にも、しっかりと県議会の中で予算を、や

っぱり、県でこういうことをしなさい、罰金

まで、科料まで科せますよと言うている限り

は、県は県としての予算措置をしないといけ

ないと思うんですね。県民の努力だけではな
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かなか無理なところもございますから、その

辺の点については、また、県議会の先生方に

もお願いをして、しっかりと意見を申し述べ

ていただきたいなと思っておりますし、ぜひ

とも、動物愛護条例の橋本市での独自の制定

をお願いしたいと思います。 

 ちなみに、ドイツでは、「ティアハイム」と

いうのがございまして、この「ティアハイム」

というのは、ドイツ語で、「動物の家」という

意味があるんですけれども、ドイツは全く国

では、動物の犬、猫ちゃんなんかは殺処分ゼ

ロなんだそうです。ティアハイムに来て、動

物が欲しい場合は、ティアハイムもしくはブ

リーダーの家で譲渡してもらうような方法で

ないと、ペットは手に入れることができない

というふうな先進的な国もありますし、でき

たら、地域活性化の一つとして、橋本市にそ

ういうミニバージョンのティアハイムなんか

も、ＮＰＯ法人と共同で、そういうふうなこ

とを運営していただくのも地域活性化の目玉

にもなるというふうなこともありますので、

そういうところもまた念頭に置いて、取り組

みを何とか積極的に進めていただきたいと思

います。 

 最後になりますけれども、国会の環境委員

会で質問をされた高井たかし衆議院議員が、

マハトマ・ガンジーさんの言葉を引用されて

いらっしゃいます。その言葉は、「国家の偉大

さや道徳的水準は、その国の動物がどう扱わ

れているかによって判断することができる」

というふうなことも、マハトマ・ガンジーさ

んは言っていらっしゃいますので、何とか、

和歌山県だけではなく、日本全国で、犬や猫、

その他、小動物、愛玩動物、ペットたちが、

小さな命を落とすことがないように、殺処分

ゼロをめざして、今後ともしっかりと橋本市

で取り組んでいっていただきたいと思います

ので、よろしくお願いをして、私の質問は終

わらせていただきます。ありがとうございま

した。 

○議長（中本正人君）18番 土井君の一般質

問は終わりました。 

                                          

 


